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提案理由 

国に対し、憲法尊重擁護義務の厳守を強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



憲法尊重擁護義務の厳守を求める意見書 

 

１９４７年に施行された日本国憲法は、今年で７０周年を迎えた。７０年間、

憲法が維持されてきたのは、国民主権、基本的人権、恒久平和など憲法の理念

が国民に支持されてきたからである。 

ところが、安倍晋三首相は「憲法第９条第３項に自衛隊を付け加える」、 

「２０２０年に施行する」ことを公言した。自民党総裁の任期を３期９年に延

長し、任期内に憲法改正を成し遂げようとの異様な態度である。 

海外での武力行使を容認した自衛隊をさらに「合法化」すれば、憲法第９条

第１項の「戦争放棄」や第２項の「戦力不保持、交戦権否認」は意味をなさず、

憲法第９条そのものが「空文化」することになる。自衛隊は、海外で無制限に

武力行使が可能となり、日本は「戦争する国」への道を歩むことになる。ＮＨ

Ｋの調査では、「憲法第９条改正」の「必要あり」２５％、「必要ない」５７％

となっており、国民の意思は明白である。極めて乱暴な進め方はやめるべきで

ある。 

加えて、憲法第９９条は、国務大臣、国会議員などは「憲法を尊重し擁護す

る義務を負う」と明記されながら改憲を先導するばかりか、行政府の責任者で

ありながら、立法府の憲法審査にまで口を挟むなど、安倍総理の一連の言動は

二重三重に許されるものではない。 

このような首相の姿勢は、最も憲法を遵守すべき自衛隊制服組トップの河野

克俊統合幕僚長にまで広がっている。自衛隊が「憲法に明記される」ことは

「非常にありがたい」などと、公然と安倍首相の改憲発言を支持する事態であ

る。「安倍政権の暴走」も「自衛隊の独走」も絶対に容認できるものではない。 

今求められているのは、憲法を変えることではない。憲法を政治・経済・外

交など全てに生かして、国民の暮らしや福祉を向上させ、個人の人権や民主主

義、平和を守ることである。 

よって、本市議会は国に対し、憲法尊重擁護義務の厳守を強く求めるもので

ある。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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